
１０１４広報なよろ令和元年７月号

｢名寄市自治基本条例」は本市のまちづくりを進めるための基本ルールです。
今月号では、「名寄市自治基本条例」が定める「行政運営の基本」について紹介します。

本条では､市長等はまちづくりの基本原則で示された「市民参加」と「情報共有」の考え方に基づき､

公正で透明性の高い行政運営を行うよう定めています。

また、市長等は行政運営にあたり、総合計画を最上位とするさまざまな計画、財政運営、行政評価な

どの制度を相互に関連させ、その整合性に配慮しながら継続的で計画的な行政運営を行うとともに、

憲法や地方自治法にある地方自治の基本理念に基づきながら、自主的な法律解釈と積極的な運用につ

いて適正に行うよう定めています。

本条では、まちづくりにおける最上位計画である「総合計画」の策定根拠、進行管理、市民意見の反

映および施策の進捗状況の公表や検討・見直しについて定めています。

平
成
23
年
か
ら
総
合
計
画
の

策
定
に
法
的
な
義
務
付
け
は

な
く
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
総
合
計
画
は
長
期

的
視
点
に
立
っ
て
行
政
運
営

を
行
う
た
め
に
重
要
な
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
条
に

て
総
合
計
画
の
策
定
を
義
務

づ
け
て
い
ま
す
。

各
政
策
や
事
業
を
行
う
に
あ

た
っ
て
、
計
画
と
施
策
と
の

整
合
性
を
図
り
、
継
続
的
な

進
行
管
理
を
行
い
ま
す
。

策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民

へ
積
極
的
に
情
報
提
供
を
行

う
ほ
か
、
審
議
委
員
等
の
公

募
や
市
民
論
議
お
よ
び
意
見

交
換
の
機
会
を
設
け
、
市
民

意
見
を
反
映
し
ま
す
。

総
合
計
画
に
基
づ
く
施
策
の

進
捗
に
つ
い
て
、
市
民
に
公

表
す
る
ほ
か
、
社
会
情
勢
や

市
民
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
対
応

し
た
検
討
・
見
直
し
を
行
い

ま
す
。
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本条では、行政運営の基礎となる財政運営の考え方を定めています。

自
立
し
た
行
政
運
営
や
ま
ち

づ
く
り
を
行
う
う
え
で
は
、

自
ら
の
判
断
と
責
任
に
よ
る

財
政
運
営
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
長

等
が
、
自
主
的
な
財
源
を
確

保
し
事
業
の
選
択
と
集
中
に

よ
る
財
政
自
治
の
原
則
を
守

り
ま
す
。

行
政
評
価
に
よ
る
検
証
結
果

を
踏
ま
え
、
効
率
的
で
実
効

性
の
高
い
予
算
編
成
を
行
い
、

計
画
的
で
健
全
な
財
政
運
営

に
努
め
ま
す
。

予
算
や
決
算
の
内
容
に
つ
い

て
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
い

表
現
や
解
説
に
よ
り
、
広
報

な
よ
ろ
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
の
情
報
提
供
に
努
め

ま
す
。

本条では、市の組織が市民にとってわかりやす

く、機能的で効率的な組織機構でなければなら

ないと定めています。

また、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズ

に対して、部署間の横断的な連携が図ることの

できる柔軟な組織編成が行われなければならな

いことを定めています。

本条では、市が推進する施策や事務事業などの

進捗および実施状況を点検する「行政評価」に

ついて定めています。

行政評価は、効果的で効率的な行政サービスの

提供や行政運営における透明性の確保が図られ

るなど、市民主体のまちづくりを推進するため

の重要な制度と位置づけています。

｢行政手続｣とは、公的な事務処理に関する市民

からの請求に対して、その事務処理の基準を示

すことにより、市民の権利利益の保護を図る制

度です。

｢名寄市行政手続条例｣で手続きに必要な事項を

定めていますが、市民の権利利益の保護に関わ

る重要な事項であることから本条で規定してい

ます。

本条では、市民の生命や財産、日常生活の平穏

を守るため、災害などの不測の事態に備え、組

織全体で総合的に対応し、迅速かつ効率的・機

能的な活動ができるよう危機管理体制の確立に

努めるよう定めています。また、町内会や市内

の事業者および関係機関、さらには国・道など

と連携・協力を図りながら、災害などに備える

よう定めています。
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